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児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した 

健康診断実施のための環境整備について（通知） 

 

 

学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）第 13 条に基づく児童生徒等の健康診断の

実施に当たっては、「児童生徒等の健康診断マニュアル 平成 27 年度改訂」（公益財団

法人日本学校保健会）において示しているとおり、正確な検査・診察を実施するととも

に、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮することが重要です。このため、文部科学

省においては、「児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点について」

（令和３年３月 26 日付け事務連絡）を発出し、脱衣を伴う検査における留意点につい

て周知したところです。 

近年、健康診断時の児童生徒等のプライバシーの保護等への懸念が指摘される一方、

着衣では正確な検査・診察が困難になる懸念も示されていることから、学校保健関係者

の意見を踏まえ、別紙のとおり、検査・診察における対応や検査・診察時の服装、関係

者間の連携などについての考え方をとりまとめました。各学校においては、これを参考

に、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備に取り

組んでいただきますようお願いします。 

なお、本件については、別途、公益社団法人日本医師会に対して、各都道府県医師会

等に周知されるよう依頼しております。 

児童生徒等の健康診断の実施に当たっては、正確な検査・診察を実施するとともに、児

童生徒等のプライバシーや心情に配慮することが重要であることから、児童生徒等のプラ

イバシーや心情に配慮した健康診断実施のための環境整備の考え方について通知します。 



 

都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校（高等課程を置く専修学校を

含み大学を除く。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立

学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、独立

行政法人国立高等専門学校機構におかれては各国立高等専門学校に対して、公立大学法

人及び文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する高等専門学校に対して、国

公立大学法人におかれてはその設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法（平成

14 年法律第 189号）第 12条第１項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、都道府県・指定都市・中核市認定

こども園主管課におかれては所管の幼保連携型認定こども園及び域内の市区町村認定

こども園主管課に対して、厚生労働省におかれては所管の高等課程を置く専修学校に対

して周知されるようお願いします。 

 

 

 

（本件担当） 

文部科学省初等中等教育局 

健康教育・食育課保健指導係 

TEL：03-5253-4111（内線 2918） 
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児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した 

健康診断実施のための環境整備の考え方について 

 

 

児童生徒等の健康診断を実施するに当たっては、正確な検査・診察を実施するととも

に、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮することが重要となる。このため、学校に

おいては、以下の考え方を参考に、円滑な健康診断実施のための環境を整備することが

必要である。 

 

１．検査・診察における対応について 

  検査・診察に当たっては、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応を行う。

具体的には、以下の例を参考に、各学校の施設設備の状況や実施体制等に応じて取り

組む。 

 

 （具体的な取組例） 

 ・男女別に検査・診察を行う。 

 ・検査・診察時には、児童生徒等の身体が周囲から見えないよう、囲いやカーテン等

により、個別の検査・診察スペースを用意する。 

 ・女子児童生徒等の検査・診察に立ち会う教職員は女性となるよう、教職員の役割分

担を調整する（養護教諭を除き、原則、児童生徒等と同性の教職員が立ち会う）。 

 ・検査・診察の会場（保健室や体育館、特別教室等）内では、待機人数を最小限にし

た上で、他の児童生徒等に結果等が知られたりすることがないよう注意する。 

 ・着替える場所を用意したり、待機時には体操服やタオル等で身体を隠せるようにし

たりするなどの工夫を行う。 

 

２．検査・診察時の服装について 

  検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体

操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや

心情に配慮する。 

また、検査・診察の場面においては、正確な検査・診察のため、必要に応じて、医

師が、体操服・下着やタオル等をめくって視触診したり、体操服・下着やタオル等の

下から聴診器を入れたりする場合があることについて、児童生徒等や保護者に対して

事前に説明を行う。 

別 紙 
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脊柱に関する検査例 
（「児童生徒等の健康診断マニュアル」より） 

聴診器を当てる場所の例 

（参考）特に留意が必要な検査項目について 

 

 ① 脊柱の疾病及び異常の有無 

   保健調査票等の情報を参考に、脊柱の捻れや

わん曲などの脊柱の疾病及び異常の有無を確認

する際に、正確な判断を行うため、視診し、必

要に応じて、背中や腰を触診する場合がある。 

 

 

 

 ② 胸郭の疾病及び異常の有無 

   保健調査票等の情報を参考に、胸部の陥没や突出等の変形などの胸部の疾病及び

異常の有無を確認する際に、正確な判断を行うため、視診し、必要に応じて、前胸

部等を触診する場合がある。 

 

 ③ 皮膚疾患の有無 

   伝染性軟属腫（みずいぼ）や伝染性膿痂疹（とびひ）、アトピー性皮膚炎などの皮

膚疾患の有無を確認する際に、皮膚の状態を視診し、必要に応じて、触診する場合

がある。なお、特に外傷の疑いがある場合などは、臀部や腹部を視診する場合があ

る。 

 

 ④ 心臓の疾病及び異常の有無 

   心臓の疾病及び異常の

有無を確認する際に、下着

等の上からでは心臓の音

が聞こえづらいため、右図

の場所の肌に聴診器を当

て聴診する。 
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３．その他の配慮について 

  特に配慮が必要な児童生徒等については、検査・診察の時間や場所を工夫するなど、

個別の対応を行う。 

  また、当日の欠席や長期欠席など、個別の事情により健康診断を受けられなかった

場合の対応については、保護者に事前に周知する。 

 

４．関係者間の連携、児童生徒等や保護者の理解について 

  学校においては、健康診断の実施主体として、円滑な健康診断実施のための環境整

備に努める。具体的には、健康診断の意義や重要性、検査・診察の内容や方法（服装

を含む。）、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した対応などについて、学校医と

相談し共通認識を持った上で、児童生徒等及び保護者の理解が得られるよう、事前に

丁寧に説明を行う。 

  また、各学校における学校医との共通認識が十分に図られるよう、都道府県におい

ては都道府県医師会と、市町村においては地域の医師会と、検査・診察時の服装を含

め、具体的な検査・診察の方法等について協議し、周知する。 

 

 

 

 

 

 


